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研究報告「日独における循環政策」  

IGES関西研究センター  

産業と持続可能社会プロジェクト主任研究員  

神田 泰宏   

本日は、循環政策に関する日独の政策主体である  

「行政機構」を概観し、それぞれの「循環政策」と  

「廃棄物統計データ」の日独比較について報告させて  

頂く。  
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1行政棟構（日本側）   

閣僚会合が開催された。OECDでは、2（刀1年に拡大  

生産者責任（EPR）のガイダンスマニュアルが作成  

され、各国の環境政策評価、指標の開発、統計デー  

タマニュアルの作成などを実施している。また、ア  

ジアでは、日中韓3カ国の環境大臣が毎年会合を開  

いている。今年度の会合においては、循環社会・循  

環経済の協力強化につい合意された。   循環政策については、グローバルからローカルま  

でさまぎまなレベルで展開されている。   

日本側では、日中韓の取組み、日本国政府、都道  

府県の例として兵庫県、市町村の例として姫路市を  

取り上げる。姫路市を選択した理由は、ひようごエ  

コタウンの中心的な都市であるからである。   

ドイツ側では、欧州連合、ドイツ連邦共和国政府、  

州政府としてノルトライン＝ヴュストファーレン州  

（NRW州）、郡と市の2つの機能を待ったデュッセ  

ルドルフ市を取り上げる云 デュッセルドルフ市は、  

姫路市と人口・面積が同等になるのでこの市を対象  

とした。   

循環政策のグローバルレベルでの取組みでは、  

2∝姓年6月のG8サミットで3Rイニシアティブが  

合意され、aX）5年4月には、東京で：犯カ国が集まり、  

日本国政府の行政機構は、内閣のもとに11の省で  

構成されている。循環政策の中心 

その中に廃棄物・リサイクル対策部がある。   

また日本の場合、複数の省が3R関連政策を展開  

している。経済産業省は各産業セクターとの調整や   
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資源・エネルギー政策を担っている。農林水産省は、  

バイオマス政策の中心になる。国土交通省は、建設  

業、運輸業を所管している。  ●酬岩月！＝E脚C鮒〟血〉  
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欧州連合理事会があり、行政機鰭を担う欧州委員会  

がある。   

欧州委貝会の中に政策部門ごとに「総局（Directo－  

rateGeneral）」があり、環境については、環境総局  

が管轄している。   

他の部局の環境政策はどうなっているかを各部局  

の環境関連のホームページで見てみるとある程度は  

紹介ざれているが、環境関連のページは琵堵総局の  

ホームページにジャンプざれていることが多く、  

EUの環境政策は相当統合されているようだ。  

次に兵庫県の行政機構をみると、基本的には国の  

各省に対応した部局で構成され、その1つの部局に  

環境局という組織がある。3Rの中心は環境整備課  

になるが、バイオマスの管轄は農林水産部になり、  

3Rを行う部局は複数にまたがっている。また、環  

境局に関連する団体と七て、（財）兵庫県環境クリエ  

イトセンターなどがある。  
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これは、市のレベルの事例の1つ、姫路市の行政  

機構である。環境局があり、3Rはリサイクル推進課  

が中心となっている。産業局には、農林水産業と工  

業が含まれている。  

次は、ドイツ連邦政府の行政機構についてである  

が、ドイツには政策官庁の連邦環境・自然保護・原  

子炉安全省とは別に政策の実施官庁にあたる環境庁  

がある。興味深いのは、環境省が資源・エネルギー  

分野も担当している点である。原子力発電所ととも  

に再生可能エネルギーを所管している。ただし、エ  

ネルギー供給事業等の規制は、日本の経済産業省に  

相当する連邦経済労働省が所管している。   

2 行政機構（ドイツ側）   

次にドイツ側の行政主体をみていく。最初に欧州  

連合を取り上げる。欧州連合（EU）では、欧州議会、  



岳GE＄   式05年度「産業と環境j国際ワークショップ  

循環政策に関しては、環境省の1つの部局、キー  

ワードで名付けられたWA部局（水経済・廃棄物経  

済・土壌保全）が担っている。もう1つ、興味深い点  

は、ドイツには「廃棄物経済くAbfallwirtschaft）」と  

いう言葉がある。この言葉は連邦政府に限らずよく  

使われている。ドイツでは廃棄物問題は経済問題で  

あるという認識が浸透しているようである。   

この省に関連した政策実施官庁として、州の環境  

庁と、pIUS（＊詳しくはセッションⅡでとりあげる）  

を実施している「効率化エージェンシー」などがある。  

デュッセルドルフ市の行政捻楕（1）  
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市の例として、デュッセルドルフ市の行政機構を  

みていく。ここは郡と市の機能をもつ邪教立市で、  

市長は上級市長になる。組織は54以上の部局等があ  

り、様々な仕事が行なわれている。   

部局の1つに環境局があり、その中の1つの組織  

が廃棄物経済などを所管している。   

次に、州レベルとして、NRW州の行政機構をみ  

ていく。ドイツは連邦国家で、州政府は国の基本的  

な機能を備えている。エネルギー、司法といった、  

日本の都道府県では見られない分野もある。環境省  

は、自然保護、農業、消費者保護の分野と一緒に  

なっている。  
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日本と同様、都市ごみ処理は市の責任になる。こ  

れは、デュッセルドルフ市のごみ処理事業を行う市  

の出資会社の位置づけを示している。同市の場合は、  

市が出資会社を通して王札1％出資する都市事業団㈱  

が発電、水道などの事業を展開している。ごみ処理  

については、その都市事業団が51％出資する会社  

「アビスタ」が中核となって、様々な資本提携関係に  

ある会社と体制を構築している。これらの会社との  

ネットワークで、都市ごみ処理を行っている。   

これは、NRW州の環境・自然保護・農業・消費  

者保護省の内部の組織を示したものである。Ⅰ～Ⅶ  

の番号で組織が分けられている。循環政策に関して  

は、Ⅳの組織（廃棄物経済・土壌保全・水利経済）  

が担当してV】る。  
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3 循環政策（日本側）   物質フロー目標には、「資源生産性」、「循環利用率」、  

「最終処分量」の3種類の目標が定められている。   

取組目標は、「1人1日あたりのごみ排出量の削  

減」や「循環型社会ビジネス市場・雇用規模の倍増」  

などがある。  

次に、日本側の循環政策についてみていく。   

日本の環境政策の大本は「環境基本法」で、それ  

に基づいて「環境基本計画」がある。現在の環境基  

本計画は4つの長期的目標を定めており、そのうち  

の1つが「循環」である。循環政策については、「循  

環型社会形成推進基本法」があり、それに基づき「循  

環型社会形成推進基本計画」が策定されている。経  

済活動のインプットとなる資源に関する法律とアウ  

トプットである廃棄物の法律、各品目のリサイクル  

法、すなわち「容器包装リサイクル法」、「家電リサ  

イクル法」、「食品リサイクル法」、「建設リサイクル  

法」、「自動車リサイクル法」が制定されている。ま  

た一方、政府・自治体は消費者として、グリーン購  

入に務めるよう「グリーン購入法」が制定されている。  

業拡大図あり（14頁）  

このスライドは、日本の物質フロー図である。先  

ほどの3つの目標を物質フロー図のどこにあたるか  

を示したものである。   

物質フローは、ヴッパタール研究所が以前から研  

究を進めておられ、大変得意とする分野になる。日  

本では国立環境研究所がこの分野に携わっており、  

国際的なネットワークで物質フローの研究が進めら  

れている。  
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規制ではなく、ビジネスを促進しようという視点  

からの政策も展開している。   

経済産業省や環境省は様々な支援政策を打ち出し  

ている。例えば、「エコプロダクツ展」や「エコ・コ   

「循環型社会形成推進基本計画」の数値目標には、2  

種類の目標があり、1つは、物質フローに関する数値  

目標で、もう1つは取組目標と呼ばれるものである。  
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ミュニティ事業」、「グリーンサーピサイジングモデ  

ル事業」などがある。   

また、バイオマスについては、「バイオマス■ニッ  

ポン総合戦略」が従氾2年に閣議決定されている。  

その他、経済・雇用の政策、廃棄物処理計画など  

があり、このような政策体系の中に、ひょうごエコ  

タウン構想がある。  

兵庫県申循環政策（2）  
3RPoticyo†仇eHyo90prefedure（2）  

5R生活の旭  
Pl岬t加d5Rけ6ゆ（3R◆触．純輝明  
県民蛭田官署回収システム積まの支吐（兵躍蟹デポジットシステム）  
お脚ね「血b一頭l喝C帥b叩「曲れ叩旭川ha脚抑吋  

叩加呵（ト卸輌l甲帖m）  ｝■九引用抽▲l；れ1け－ビス▼和れ．嗣圧■○－■t抽入巴．  
仙■叩仙鵬p払加■nl■【‘■■細りF－■▲■■  

庚1勤排出率死者の臨環 G 
山地bw戚e㈹叩由  

良糞触込理事1筍の蛛可．細事  
Lb耶沖d／如血Ⅶ血肌血相戚間仙別個雨  
廃翼勤血域外電月簸の旭  
Pr鵬如Ot血相蜘亡珂81肋   

このスライドは、その他の具体的な業務内容をリ  

ストアップしている。例えば、「5Rの推進（3R  

及びRefuse、Repair）」や「県民共同容器回収シス  

テム構築の支援」、「廃棄物排出事業者の指導」など  

がある。  

※拡大図あり（14頁）  

これは、先程の支援施策の1つであるエコタウン  

事業に関する資料である。環境省・経済産業省から  

現在承認を受けているのは、怒地域である。  

兵嘩県の循環政策（1）  
3RP01icyoflheHyogo  3RPpli可ローtheHyogoprefed叫℃く3）  兵庫県の鱒環政策（3）   

Pre†ectqre（1）  

菰のゼロ土ミッション  
Fo－○引Z㈹○廟  
【監禁慧≡激忘慧芯汰．，鵬血）  
食のゼDエミッション  

F∝dZ耶ぬ如  

〔慧器軍崇芸認諾禁諾憲実慧■ 
且のゼロエミγション  〕   

兵陣県バイオマスお合榊用胸  
8如～iUl細l加Pbn  

置弊崇慧監仙血叫1  

ー⊃21世紀兵庫長期ビジョンt2001－2010・2015）   
Comp【ehensむebng・tem】Vision  

∴環壌の保全と細道に関する兵例   
Ord事旧nC匂ゎr∞nSeⅣa60n∂ndα鉛tbnDl小母e爪Ⅵ柑nn裾nl  

〔新兵ヰ県環蝮基本計園【2002．51飢ISed】   
由sken扇ronr叱汀blpl訓  

＝ひようご循環社会ビジョン（2∞1．5）   
Soundm8k由lくyGk扇5k〉n  

一ひょうご綬卦雇用再活性化プログラム（2山1．12）   
Economy訓】d帥pl町menlleVね‡はaぬnprog持m  

・＝兵庫県廃棄物処理計画（2∝12．3）   
Waslelre81menlpl抑  

’ひようごエ⊃タウン稿翌（2∞3．3）   
∈亡かtOWnCOnCepl   

nl■t，■■■■・レ■T▲◆■■■ldT▼l叫l■■■」：■l▼●■■■t■t  
叫H加■触l－9■1一川－P『■＝⊥こ＿．■■■■■－■撫■■■■・■鵬   

これは、兵庫県の循環政策及び関連政策である。  

自治体の政策は基本的に国の政策に準じて行われて  

いる。また、日本の自治体は長期的な総合計画を策  

定しており、兵庫県の総合計画は、「21世紀長期ビ  

ジョン」である。  

「環境の保全と創造に関する条例」は、国の環境基  

本法に相当する。また、環境基本計画に相当するも  

のが「新兵庫県環境基本計画」で、循環型社会形成  

推進基本計画に相当するものは「ひようご循環社会  

ビジョン」である。  

こちらは、農林関係、バイオマス系の循環政策で  

ある。「森のゼロエミッション構想」や、「食のゼロ  

エミッション」、「農のゼロエミッション」、「兵庫県  

バイオマス総合利用計画」がある。   

姫路市の長期総合計画は「姫路21世紀プラン」と  

呼ばれている。また公害・環境に関する2つの条例  

があり、「姫路市環境基本計画」を策定している。   

こちらは循環政策の具体的な業務面について説明  

したスライドである。姫路市の都市ごみについては、  

容器包装関係ごみは、10種類に分別収集することが   
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4つの優先領域の1つであり、それぞれについては  

現在、テーマ戦略が検討されている。テーマ戦略は、  

長期的にEUの政策動向を把捉するうえで大変重要  

になってくる。  

娃蹄市の循環政策（1）  
ロ‖1‡m亘i（1）  

姫路21世紀ブラン（2001－2012）  
C（】mPrehensiveIon！卜Ier巾Plan  

姫路市公害防止条例  
Ordi?aoce for preventing environmental 
po】lu払∩  

姫路の環境をみんなで守り育てる条例  
謁㌶震警霊宝卑虹㌫二二Ⅰ貞  environment  

姫路市環境基本計画  
Ba5tCenV】伯nmen旭】plan  

t■t■■t、■■4M巾  

h■■ll亡、  

■仙■脚■■▼；こ1㍍y  
C鵬DJr∝：納αlW蛎lOt溌翼鞄指令〉  

「K印嘲仙鵬竃蒜慧諾加・叩叫1 lてh－  
∴∴∴ミ：；て  

・ 誓書蕊ニミ：さミ：∴ニミニこ、＞  
こ MD蜘帥IkUhdⅦdl他（出功や）  

雨I血伽P血m血耶伽h血  
■C仇‖■dDirod血00nP嘲8ndP血叩相冊出暮色■l春日包肇指令つ  ’＝ （ 
：恕濫門編ギ血相血扉伽C掴仰E桐油   

■血t叫叫暮dt複■日■ガp寅さ九n、も，ゝ   

姫路市の循環政策（2）  

叢愈ごみの処理   
¶即Irl肥dolho胱houw8～蛤   
■■■■■▲lヽ■u■r■11t■ll●■■■■ヽ▲●－－■ヽ■■l岬■t■叫■l■■■－▼ヽ・●   
l■●■■■■1ヽl■▼■ ■■Jウ■u■■ll■ご■■書「■■■■■▼＝、1l－l■▼■■■■■い   

↑～鴫～■－■■d■く●t■5湘■■廿■r■JhHカ●■■■◆叩・t椚一岬01■●   
l■■ヽ1－■■■■■■－■■■■■■－■■■■■■－－■■・■－－■一■－■■■■■■■－■●●   
1叫■町－■■r‾1‾1河口b上■声血【印Ⅶ山 一軸｝伊仙血   

亨暮嘉一柑鞠の史】一   
丁酬d叫∩叫血加地  

・慮職1細の収1・遵＃・処分・保℡lこ罰ナろ算可   
L叫00咄輌札血鮮血叫dhll血嘘暢b  
再生群書九瓢引叩植皮叫鷹   
紬叩l加Il加嘲r㈹爪血bbr柚吋   
生ごみ餓電場入貴職風量箕付■覆   
紬■卿bl叫l計画●細l■一雨画  

このスライドはEUにおける循環政策を整理した  

ものである。1番上の「廃棄物指令」は枠組指令と  

も呼ばれ、廃棄物の定義などを定めている。また、  

「統合的汚染防止管理鰯令」は、環境負荷の大きい産  

業活動を規制するもので、廃棄物管理も対象となっ  

ている。その他、埋め立て、焼却、容器包装等のリサ  

イクルについて個々に指令がある。   

EUの法律には色々な種類があるが、環境行政で  

は指令（Directive）という言葉が頻繁に出てくる。  

EUとEU加盟国との関係で、EUが加盟国をどこま  

で拘束力を持つかというのが議論となるが、指令は、  

目標を達成することに拘束力を持つが、その方法は  

各国に委ねられている法律である。  

始まっている。食品残澄などの生ごみは、燃えるゴ  

ミとして焼却処理されている。  

4 循環政策（ドイツ側）  

欧州連合の循環政策（1）  

EUS廿細Oy†ⅣSu血b】8Do輌l（200り  

F州王台持杖可能な闘食餌  

¶8釦h∈¶Y血什W旭A血Pr明Il印○（‡001・加沌〉  

貰8M娩行政t†冨  
t11F押印山村▲l●ヰ川つの験駄■I   

ナd■叫“山噌● ■吐血l  加■■鵬叫（b8と王■■ローI   訂hh川示一明－y■愉1冗打とt丘l 4仙 

（n8●ⅥnⅥ血色叫■117つ¢テーマⅢ〉   
糾問∴品川卿、出・■サ■血㈱毎▲Tdわ血■蝉■   
■■軸伽－h叫匝ヨ∂出血RⅥ．触血   
土1¢倉JU川嶋・す士．月1触○門札可借鯛．エ㍍且■モロq．机引用■可蝕な■円上■t．  ㈱サイケん  
¶鵬ぬSml『yαl仇○包・如In鵬∪治d〃血虚R徴㈹S  

天朗諌の持捜可能な使用に関するテーマ偶  
Th叩m沌七S廿l中一Ⅳ帥u㍑Pr叩れIl抑mdR嘲dV飽和  

尿薫lもの邦桝とリサイクルに関するテーマ軌鴫   

次に、欧州連合の循環政策をみていく。欧州連合  

（EU）では、持続可能な開発戦略のもと、環境につ  

いては「第6次環境行動計画」に沿って政策が展開  

されている。行動計画では、4つの優先領域と7つ  

のテーマ戦略で構成されている。資源や廃棄物は、  ドイツ政府全体の戦略とLて「持続可能性戦略」   
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がある。ドイツの持続可能性戦略は、数値目標が定め  

られており、進捗管理が行なわれている。日本の場合  

だと、温暖化対策やバイオマスなどについては政府  

全体の戦略が定められているが、持続可能性につい  

ての戦略はまだ存在していない。  

「循環経済・廃棄物法」は、．ドイツの3Rの中心と  

なる法律である。この法律には、埋め立て、処理事  

業者、包装などの政令が設けられてV】る。  

ここでドイツと日本、それぞれの廃棄物の定義を  

取り上げて、違いを整理しておく。ドイツでの廃棄  

物の定義は、EU廃棄物法の広義の廃棄物概念を継  

承している。   

廃棄物を定義する場合、日本では廃棄物かどうか  

が議論となるが、ドイツでは、利用廃棄物か処理廃  

棄物かの違いが主な議論となっている。また、廃棄  

物を区分する場合、日本では廃棄物を定義し、次に産  

業廃棄物を定義し、そして残りを一般廃棄物として  

いる。一方、ドイツでは、廃棄物目録があって、大き  

く孤に分類されており、その中の却番目が都市ゴミ  

となっている。従って、ドイツの廃棄物目録の1～19  

までが日本の産業廃棄物にあたるものと考えられる。  

ドイツ連邦政府の循環政策（2）  

Cb鵬S血γ山W融岬Ad tl琴叫  
■■■T・■■れユ  

D■伽撫〉dT耶t用Ⅱの雲■〉  

陛認諾訝く㌫禁≡㌍宗野認諾許諾温．，〕  
鱒Pl仙坤【蛛匠附〉  

細■リサイクル．エネルギー 
、 蓬；さ主李．：ヤき鴬‡二義二y： 蜘ー輌．嘲 

ー叩  ℡な  

琵琶還送還 画・血 
叫R脚町（刑芭訳文責任〉  

〕   

【認諾芸諾指訂蒜芸㌫蒜画陶】  
Pr血扉S■bl貞禿の檀塁】  

（諾蒜謡言諾蒜蒜㌢叫■肌叫血7  
E止．   

このスライドは循環政策の中心となる「循環経  

済・廃棄物法」の構成を示している。用語の定義や、  

基本原則、製品安任、廃棄物の計画策定責任、環境  

配慮製品の販売促進などが盛り込まれている。した  

がってこの法律は、日本の循環基本法、廃棄物処理  

法、資源有効利用法、グリーン購入法などの要素を  

もっている。   

この基本原則は、最初に廃棄物抑制があり、一定規  

模以上の廃棄物排出事業者は廃棄物管理コンセプト  

や廃棄物収支表を作成することが義務付けられている。   

ドイツでは、2α犯年までに都市ゴミ埋め立ての段階  

的完全廃止を政策目標に掲げている。そのためには、  

持続可能な廃棄物産業の振興が不可欠となってくる。  

NRW州政府の循環政策（1）  
oftheN尺Wsbte  

Nac柚柑IligeEn如】洩】u咽／A！Ienda21  

持続可能な発展／アジェンダ21  
廃棄物の定義 

DefiniセOnOf・W由ies  
Agen由21NRW（アジェンダ21NRW）  

のため  
の地域政府の国際ネットワーク）  
NadlhaltigeGewerbモgebjete  
（持積可能な産業用地）  

Oko】喝弓s血eSbdtderZukunf【  

（未来のエコロジカルな都市）  

6kopro机（エコ・プロフィット）etく＞．   

Japan   Gel¶any（EU）   

・廃棄物かどうかが議論  ・利用鈴繁檎摘胡糞鞠かが嬢檎   
PohヒWa5100‖1d   P血t■Wo如IwR叫W   

・廃棄物の定温   11鮎也ぬID卸「   

・尾翼鞠分耳匝t叩ぬd血）．処  
De月n稚OnOrW；lSteS  瑠とl利d軸帽，○卿l仰卜利用とlま  

一度菓廃裁物の定藍  （【酬け01鷲帽独l）   

D8伽払on01lJdu醜rblV鵬一也  ・廃簑助巳丘世Id嘲鵬〉   

－一般腐薫物の定義   ①払T・・・からの農栗鞠   

D仙れdHリnk・両肌b～馳  肌お鴫Rl加地叩bmm呵…   

（産栗尿果物以外）  
l一 一－ ■■◆ ■  名標市ごみ  

Mun軸w耶t08  このスライドはNRW（ノルトライン＝ヴュスト  

ファーレン）州政府の総合的な環境政策を取り上げ   
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ている。「アジェンダ21NRW」は、州議会のイニシア  

ティブによって州政府のみならず、市民、企業が参  

画Lている活動である。これは、日本の自治体の長  

期総合計画に相当すると考えられる。   

州政府の環境省には、「アジェンタ21NRW」を推進  

する部署がある。この部署に関連して、地域政府間  

の国際ネットワークにおける活動や、一定の地域・都  

市を対象とした総合的な取り組みが展開されている。   

日本のエコタウンのプログラムの内容に似ている  

ものに「持続可能な産業用地」といったプロジェク  

トが進められている。また「未来のエコロジカルな  

都市」という総合的な環境政策についての取り組み  

も行われている。  

このスライドは、NRW州政府の業務実施官庁で  

行っている業務内容である。ここでは、廃棄物処  

理・利用施設に関するデータベースの構築や中小企  

業を対象としたPIUSとよばれるクリーナープロダ  

クションの相談・支援事業を実施している。  

デュッセルドルフ市の循環改革  
3RPo】i町0†D鮎Se】doイ  

LobleA℡亡】■虞 tローカル・アジェンダ〉  

粕川¶ⅦmlがA眺抽血触れ鵬硝耶罰t【簡の廃乗物鰻講コンセプト】  

K馴¶mu服山娼Jb加地ねl旺（市の灰舞鶴収支  

S伽ノ血b】帥叫叩血叩ノÅbla鴨■出hmn封心∪叫  

（石の碗i納瑠負傷／廃棄物手数料細l  

盗露悪弐慧脚・Ⅶh他ねkMM  
摘工彙・サービスよ優冥細に田する処理の比定遵守の監視．企翼への  
l大根托倶〉  

麗野蕊紳細論荘習品蒜払守  
凱 汚  

ek．   

NRW州改野の領畏敬繁（2）  
このスライドは、デュッセルドルフ市の循環に関  

する政策と業務内容を示している。デュッセルドル  

フ市でもローカルアジェンダ21を策定している。  

ローカルアジェンダは、プロセス重視の取組みで、  

計画を作って終わり、というものではない。   

都市ゴミの処理事業者は、法律に基づいて廃棄物  

コンセプトや廃棄物収支を行っている。また、  

デュッセルドルフ市では、市民だけでなく企業に対  

しても廃棄物に関する情報提供を行なっている。  

oftheNRWstate  

AbblMdshaR（廃棄物錠演）  
こSiedur唱SAb向仇Ⅵr15dⅦm（饉宅地の廃棄物経済）  
、卯anヱenabtら】】e（縫物性廃安物）  

Ge小さnnteS8内円：ung（分別収集）  

：，Gewe【b朗b†肋訂0鵬nl爪白（産業廃棄物規定）   

∈nt∽唱リn9SaUasく処理地図）  

こAu封紬enundBa血触モ く土地・建染亙躁取引所）  
＝Vewe血n9mi肥伯IischモーAb愉k（鉱物性廃棄物の活用）  
二■川虫rsdllammve†We仙ng（汚泥の着用〉  

－UnlSle咽eh那e佃√由SEurop胡Sd℃肋Ihe花古曲nb   
（ヨーロッパの廃葉物日録への置き換え支援）   

このスライドは、NRW州の廃棄物経済の具体的  

な取組みを示している。一般廃棄物を扱った「住宅  

地の廃棄物経済」、「植物性廃棄物」、金属の資源政策  

である「鉱物性廃棄物の活用」や「汚泥の活用」な  

どがある。  

5 日独の廃棄物統計   

最後に日本とドイツにおける廃棄物の統計データ  

の比較を紹介する。   

NRW州政府の循鱒政策（3〉  

oftheNRWstale  

て聖a鵬R昭仰y伽s融蜘処錮一  

二・PJUS（Pl伽・lけt亡8触U仰側∪叫   
ビウス（生産統合且視虔比I  

〔諾㌶謡㌍  
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この棒グラフの数値は、OECDの資料によるもの  

で、1人当たりの一般廃棄物の量を示している。米  

国は最も大量に廃棄している国の1つである。日本  

はまだ少なし】方だが、ドイツは一般廃棄物の排出量  

が比較的多い。   

このグラフは、一般廃棄物の構成を比較している。  

日本ではプラスチックが多く、ドイツではガラスが  

多いことが示されている。  

日独の廃棄物統計（3）  
Ⅵbstesbtislkso†」；l  （ガラス）の推移を比牧したものである。こちらも  

紙・段ボールと同様、ドイツのリサイクル率が一番  

高く、次に日本、EU、アメリカの順となっている。   

anandG畠mlan   

一朗菓初の処珪方法  
D逢pqd扉仙∈河W血  

■0小●r（その他）   

tコし涌く】1立）   

□lへ亡れ○月thn（焼却〉   

コCom卵■血l（コンポス   

トl  

□R●Cy亡h亡（リサイクル〉  

帆
 
血
叫
 
爪
‖
 
隕
“
肋
 
鵬
 
 

J岬I G●－1IWy   

－▲ヽm叫叫抄）l山  

地加Om加地輌巾抽   

このグラフは、一般廃棄物の処理方法の割合を示  

している。日本は焼却が多く、ドイツはコンポスト  

化、埋め立てが多いことが分かる。ドイツはこの埋  

め立てをa〕劫年までにゼロにする方針を決めている。   

この折れ線グラフは、ドイツ、日本、EU、アメリカ  

のリサイクル率（紙・段ボールトの推移を比較した  

ものである。全体的にリサイクル率は向上している  

傾向にある。一番高いリサイクル率は、ドイツで、  

次に日本、EU、アメリカの慣になっている。   

次のグラフは、同じく4カ国・地域のリサイクル率  

このグラフは、産業廃棄物排出量と一般廃棄物排  

出量の推移を示したものである。産業廃棄物につい  

ては、日独で定義が違うためか、これを比較した統  

計データを見つけることができなかった。そこで、  

日本の一般廃棄物と産業廃棄物を加えたトータルの  

廃棄物量と、ドイツの廃棄物量を比較したのが、この   

1l  
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グラフである。総量（Total）と都市ごみ（Municipal）  

の差が、日本で産業廃棄物と呼ばれているものに相  

当すると考えられる。  

トータルの廃棄物量は、ドイツは日本の大体8割  

から9割となっている。人口やGDPといった指標  

では、ドイツは日本の6割から7割くらいになるの  

で、一般廃棄物同様、トータルの一人当たり廃棄物  

排出量についてもドイツの方が日本より多いことに  

なる。ただし、ドイツの方が幅広く廃棄物を捉えて  

いるため廃棄物量が多くなっていることが考えられ  

る。  

最後に日独の循環政策のまとめとして、7点ほど  

あげる。   

まず、ドイツ、ヨーロッパでは環境に関する政策  

統合が進んでいる。環境が重要であると認識されれ  

ば、環境を中心にした政策統合が進展すると考えら  

れるのだが、日本ではまだそこまで至っていないよ  

うに感じる。   

次に、日本では長期総合計画というものが青から  

あるためか、持続可能戦略やアジェンダ21が普及し  

ていない。   

ドイツでは、廃棄物を経済問題として捉える視点  

が進んでいる。   

ドイツでは、アウトプットの廃棄物だけでなく、  

インプットの資源・エネルギーと一体的に捉えて、  

循環政策を考えている。   

物質フロー分析に関しては、日独ともに進展して  

いる。地域産業の再生については、日独それぞれの  

方策で、取組まれている。  

リサイクル率に関しては、日独が世界をリードし  

ており、日独の協力は大変重要である。   

まとめ（Conc】u如ns）  

環境に関する散策の鏡台   
P01毎lnl喝「占“orlOnthe8nVl叩血inl  
持枝可虚性較咤／アジェンダ21と長期総合計函  

押9enda2－訓dL叫‾tem  

廃棄物経済という故意  
Con卿tO†Ab†illwlrbdⅦR  
廃棄物故買と資宣・エネルギー政策の統合  
ln【喝帽8飢01Waslo即吟訓dRe印＝ー快JE閥唱yPO‡l呼  
物質フロー分析の進展  
Devel叩menl（〉lMate血IFlowA偶りSb  
地域産業の再生への取組み  
郎PrO8destow∂佃S†印en針a血noF一喝bnalindus坤  
世界をリードする日独  
Japan訓dGemlanyareleadi咽仙ew（〉dd．  
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参考サイト  

・日本国環境省（JapaneseMinistryoftheEnvironment）   

ht申：〝1珊Ⅴ．enV．gOjp／  

・兵庫県環境局（EnvironmentBureauoftheHyogoPrefecturalGoverIlment）   

http：／／WWW．Pref．hyogojp／JPN／apr／  

・姫路市（CityofHimqji）   

http：／／WWW．City．him匂i．hyogo．jp／  

・欧州委貞会環境総局（EnvironmentDG，EuropeanCommission）   

http：〟europa，eu．inVcomm／environment／index＿en，htm  

・ドイツ連邦環境省（GermanFederalMinistryfortheEnvironment）   

http：〟www．bmu．de／english／aktue11〃152．php  

・NRW環境省（Minis【rybrtheEnvironment，NRW）   

http：〟www．munlⅤ．nnV．de／index．html  

・NRW環境庁（EnvironmentAgency，NRW）   

http：〟www．1ua．nIW．de／  

・NRW効率化エージェンシー（Ef丘ciencyagency，NRW）   

http：〝www．efanrw．de／  

・デュッセルドルフ市役所（CityofDusseldorf）   

http：〝m．duesseldorF・de／de／  

・デュッセルドルフ市環境局（Environmentbureau，Dusseldorf）   

http：／／WWW．duesseldorf．de／umweltamt／index．shtml  
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